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  規   則   

規 則 第  ６０  号 

平成２７年 ７ 月３１日 

 

 熊本市介護保険法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市介護保険法等の施行に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市介護保険法等の施行に関する規則（平成１２年規則第４０号）の一部を次の

ように改正する。 

 

第７条第１項中「１００分の９０」の次に「（同項の規定を法第４９条の２の規定に

より読み替えて適用する場合にあっては、１００分の８０）」を加え、同条第２項中

「１００分の９０」の次に「（同項の規定を法第５９条の２の規定により読み替えて適

用する場合にあっては、１００分の８０）」を加える。 

第７条の２第１項中「１００分の９０」の次に「（同項の規定を法第４９条の２の規

定により読み替えて適用する場合にあっては、１００分の８０）」を加え、同条第２項

中「１００分の９０」の次に「（同項の規定を法第５９条の２の規定により読み替えて

適用する場合にあっては、１００分の８０）」を加える。 

第９条中「１００分の９０」の次に「（同項の規定を法第４９条の２の規定により読

み替えて適用する場合にあっては、１００分の８０）」を加える。 

第１０条第１項中「第５０条及び第６０条」を「第５０条各項及び第６０条各項」

に改める。 

 

附 則 

この規則は、平成２７年８月１日から施行する。 
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  告   示   

告 示 第 ５ ２ ５ 号   
平成２７年７月１６日 

行旅死亡人について住所、居所及び氏名等が不明であるため、行旅病人及行旅死亡人取扱法（明治

３２年法律第９３号）第９条の規定により、次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 本籍・住所・氏名・年齢・性別について 
(1) 本籍 不明 
(2) 住所 不明 
(3) 氏名 不明 
(4) 年齢 ５０歳代～７０歳代くらい 
(5) 性別 男性 

２ 死亡日 

  平成２７年３月５日  

３ 発見日 

  平成２７年３月５日 

４ 発見場所 

  熊本市北区室園町１２番１０号 

  朝日野総合病院南東方約７５メートルの山中 

５ 死因 

  縊死 

６ その他 

  身元不明につき熊本市が火葬に付し、遺骨を保管しています。心当たりのある方は、熊本市北区

福祉課まで申し出てください。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ２ ６ 号   
平成２７年７月１６日 

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１３条第２項の

規定に基づき、放置自転車を移動・保管したので、同条例第１４条第１項の規定により、次のとおり告

示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 移動・保管した理由 

熊本市が管理する法定外水路に放置され、維持管理上支障となるため 

２ 移動・保管した年月日 

  平成２７年７月１４日 

３ 移動・保管した台数 

  自転車 １１台 

４ 放置されていた場所 

  熊本市東区新南部二丁目５８２－６地先 

５ 保管の場所 

  熊本市東部土木センター佐土原事務所 

  熊本市東区佐土原三丁目１－６５ 

６ 保管の期間 

  平成２７年７月１４日から平成２７年１０月１３日まで 

７ 返還事務を行う曜日・時間 
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  月曜日から金曜日までの午前１０時から午後４時までとし、土曜日、日曜日及び祝祭日は返還事

務を行わない。 

８ 返還を受けるための必要事項 

  自転車の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証する書類、印鑑、自転車の鍵、返

還通知書等当該自転車等の利用者又は所有者であることを証する書類等を提示しなければならない。 

９ 連絡先 

  熊本市都市建設局 東部土木センター 総務課 占用班 

  電話 ０９６－３６７－７３６０（直通） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ２ ７ 号   
平成２７年７月１７日 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第２項の規定に基づき保管した広告物又は掲出

物件について、次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ２ ９ 号   
平成２７年７月２１日 

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１

３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づき、放置自転車を移動・保管したので、同条例第１４条

第１項及び第１６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   
１ 自転車が放置されていた場所、移動・保管した年月日、保管の場所及び期間 

(1) 自転車を移動保管した年月日及び放置されていた場所 

ア 平成２７年６月２３日 銀座通りエリア，手取エリア，辛島エリア 

イ 平成２７年６月２４日 北区八景水谷二丁目１ 

ウ 平成２７年６月２５日 健軍ピアクレス，健軍変電所前駐輪場，西区花園五丁目８－３花園出張所，中

央区出水一丁目４３１水前寺児童公園前駐輪場，中央区水前寺三丁目１２，中

央区渡鹿八丁目１３ 

エ 平成２７年６月２６日 辛島エリア，西区春日八丁目５，中央区手取本町１－１市庁舎正面，中央区渡

鹿七丁目１，東区東野三丁目６ 

オ 平成２７年６月２９日 銀座通りエリア，手取エリア，上通りエリア，辛島エリア，水道町エリア，西

区春日三丁目熊本駅前 

撤去日 
名称 

又は種類 
数量 撤去場所 

保管 

開始日 
その他 

６月３０日 はり札等 １ 清水新地 ７月１日  

７月２日 はり札等 １ 清水亀井町 ７月３日  

７月６日 はり札等 ８ 小峯 ７月７日  

７月７日 
はり板等 ２９ 龍田・画図町重富・田迎町良町 

７月８日 
 

立看板等 ２ 画図町上無田  

７月９日 はり札等 １１ 島崎 ７月１０日  

７月１０日 はり札等 １ 梶尾町 ７月１１日  

７月１３日 はり札等 １ 画図町重富 ７月１４日  

７月１４日 はり札等 １ 上南部 ７月１５日  

保管場所  熊本市花畑別館 （熊本市中央区花畑町３－１） 
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カ 平成２７年６月３０日 手取エリア，新市街エリア，水道町エリア，東区長嶺西一丁目１３ 

キ 平成２７年７月１日 新市街エリア，中央区花畑町４－８国際交流会館 

ク 平成２７年７月２日 銀座通りエリア，手取エリア 

ケ 平成２７年７月６日 新市街エリア，辛島エリア，西区上熊本一丁目９－１４ 

コ 平成２７年７月７日 上通りエリア，新市街エリア，水道町エリア，西区春日三丁目熊本駅前 

サ 平成２７年７月８日 銀座通りエリア，手取エリア，上通りエリア，新市街エリア，並木坂エリア 

シ 平成２７年７月９日 中央区南熊本五丁目６ 

ス 平成２７年７月１０日 熊本駅駐輪場，南区富合町志々水１５１富合駅高架下自転車駐車場，北区龍田

陳内一丁目８ 

セ 平成２７年７月１３日 銀座通りエリア，手取エリア，上通自転車駐輪場，新市街エリア，辛島エリア，

西区横手五丁目４，東区新南部六丁目１ 

ソ 平成２７年７月１４日 中央区手取本町１－１熊本市役所正面，中央区草葉町５－１中央公民館 

タ 平成２７年７月１５日 銀座通りエリア，市庁舎南側駐輪場，市庁舎北側駐輪場，市役所地下駐輪場，

手取エリア，新市街エリア，森都心プラザ，水道町エリア，西区春日三丁目熊

本駅前，西区池田四丁目２６，中央区辛島町１辛島公園地下自転車駐車場 

(2) 保管の場所 平成第２自転車保管所 

(3)  保管の期間 平成２７年１０月２１日まで 

２ 移動・保管台数 

   自転車 １８６台 

３ 返還事務を行う曜日・時間 

  月曜日から土曜日まで 

  午前１０時から午後４時３０分まで 

  日曜日、祝祭日及び１２月２９日から翌年１月３日までは返還事務を行わない。 

４ 返還を受けるための必要事項 

自転車の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証する書類、印鑑、自転車の鍵、返 

還通知書等当該自転車等の利用者又は所有者であることを証する書類及び移動保管料を市長に提示 

等しなければならない。 

５ 連絡先（返還事務を行う場所） 

  平成第２自転車保管所（電話 ０９６－３７０－５６０６） 

  熊本市中央区平成二丁目２３５番（平成跨線橋下） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ３ ０ 号   
平成２７年７月２２日 

県道の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

道路の 

種類 
路線名 

道 路 の 区 域 

区  間 
旧新 

の別 
敷地の幅員（ｍ） 

延長 

（ｍ） 

一般県道 砂原四方寄線 

北区下硯川町４６８番１地先から 

北区四方寄町１４４８番７地先まで 
旧 ２ ８ ． ９ ～ ４ ９ ． １ ９１．０

北区下硯川町４６８番１地先から 

北区四方寄町１４４８番３地先まで 
新 １ ６ ． ２ ～ ２ ３ ３ ． ０ ９１．０
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告 示 第 ５ ３ ３ 号   
平成２７年７月２４日 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１項

に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 団体の名称 
  河内校区第八町内自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

代表者の氏名及び住所  

「吉村 史伸 熊本市西区河内町船津２０９３番地」を「寺本 治海 熊本市西区河内町船津１ 

９７５」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ３ ４ 号   
平成２７年７月２４日 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住

帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助

及び医療支援給付のための医療を担当する機関を指定したので、生活保護法第５５条の２第１号の規

定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   
医療（施術）機関名称・所在地・開設者氏名 診療科目 指定年月日 

くどう皮ふ科医院  
皮膚科・アレルギー科・

形成外科 
平成２７年６月１日 熊本市西区上熊本三丁目２２番２１号 

医療法人 藤風会 理事長 工藤 昌一郎 

駕町太田皮ふ科  

皮膚科 平成２７年６月９日 熊本市中央区安政町５－１５ 

医療法人 浩仁会 理事長 太田 浩平 

訪問看護ステーション デューン南熊本  

訪問看護 平成２７年６月１日 熊本市南区富合町古閑９５９－１ 富合町複合Ａ棟 

株式会社Ｎ・フィールド 代表取締役 野口 和輝 

シモカワ薬局熊大前調剤薬局  

調剤薬局 平成２７年２月１日 熊本市中央区九品寺一丁目１９番９号 

株式会社下川薬局 代表取締役 下川 泰 

シモカワ薬局サンロード新市街店  

調剤薬局 平成２７年４月１日 熊本市中央区新市街１番２２号キヨモトビル２階 

株式会社下川薬局 代表取締役 下川 泰 

せいら調剤薬局  

調剤薬局 平成２７年５月７日 熊本市東区下江津二丁目１３－１ 

株式会社九品寺ファーマ 代表取締役 山下 隆雄 

ひのくに整骨院 泉 秀人 

柔道整復 平成２７年７月１日 熊本市東区若葉１－３１－８ 

泉 秀人  

Ｓ・ｓｐｏｒｔｓ整骨院 重藤 卓己 

柔道整復 平成２７年７月１日 熊本市中央区大江４－２－１ ２Ｆ 

重藤 卓己  
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ほねつぎ長嶺接骨院 小村 敏万 

柔道整復 平成２７年７月８日 熊本市東区小峯二丁目７－２９ 

株式会社丸光商事 代表取締役 山田 浩之 

はり・きゅう・マッサージもみっ人治療院 宮田 春美 
鍼灸 

あん摩・マッサージ 
平成２７年５月２９日 熊本市北区龍田二丁目１９－４６ 

熊本市保険按摩鍼灸師会 会長 島田 中 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ３ ５ 号   
平成２７年７月２４日 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により次の指定医療機関から変更の

届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

医療機関名称・所在地・開設者氏名 変更年月日 変更事由 

新 

医療法人日隈会 日隈病院 

平成２７年４月１７日 開設者 

熊本市中央区萩原町９－３０ 

医療法人日隈会 理事長 山本 藍 

旧 

医療法人日隈会 日隈病院 

熊本市中央区萩原町９－３０ 

医療法人日隈会 理事長 日隈 健作 

新 

西村内科医院 

平成２７年６月１日 開設者 

熊本市東区花立１－４－１０ 

医療法人社団 弘史会 理事長 西村 史子 

旧 

西村内科医院 

熊本市東区花立１－４－１０ 

医療法人社団 弘史会 理事長 西村 弘道 

新 

熊本託麻台リハビリテーション病院 

平成２７年６月１日 開設者 

熊本市中央区帯山八丁目２－１ 

理事長 平田 好文 

旧 

熊本託麻台リハビリテーション病院 

熊本市中央区帯山八丁目２－１ 

理事長 堀尾 愼彌 

新 

めいご薬局 

平成２７年４月３０日 開設者 

熊本市中央区南千反畑１４－２７ 

株式会社 筑後 代表取締役 大神 淳郎 

旧 

めいご薬局 

熊本市中央区南千反畑１４－２７ 

株式会社 筑後 代表取締役 大神 甫 

新 

ひまわり薬局 

平成２７年６月１日 開設者 熊本市中央区神水一丁目２０－７ 

株式会社 健康共同ファルマ 代表取締役 西山 真純 
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旧 

ひまわり薬局 

  
熊本市中央区神水一丁目２０－７ 

株式会社 健康共同ファルマ 代表取締役 鳴海 真弓 

新 

くすの木薬局 

平成２７年６月１日 開設者 

熊本市北区龍田５－１－４３ 

株式会社 健康共同ファルマ 代表取締役 西山 真純 

旧 

くすの木薬局 

熊本市北区龍田５－１－４３ 

株式会社 健康共同ファルマ 代表取締役 鳴海 真弓 

新 

すみれ薬局 

平成２７年６月１日 開設者 

熊本市中央区本荘二丁目１４－１３ 

株式会社 健康共同ファルマ 代表取締役 西山 真純 

旧 

すみれ薬局 

熊本市中央区本荘二丁目１４－１３ 

株式会社 健康共同ファルマ 代表取締役 鳴海 真弓 

新 

三気堂薬局 川尻店 

平成２６年１２月２１日 開設者 

熊本市南区八幡十一丁目７－３２ 

代表取締役 川端 咲子 

旧 

三気堂薬局 川尻店 

熊本市南区八幡十一丁目７－３２ 

代表取締役 川端 修三 

新 

三気堂薬局 清水店 

平成２６年１２月２１日 開設者 

熊本市北区清水亀井町２６－３３ 

代表取締役 川端 咲子 

旧 

三気堂薬局 清水店 

熊本市北区清水亀井町２６－３３ 

代表取締役 川端 修三 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ３ ６ 号   
平成２７年７月２４日 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により次の指定医療機関から廃止の届

出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

医療機関名称・所在地・開設者氏名 廃止年月日 

たけむら耳鼻咽喉科クリニック 

平成２７年４月３０日 熊本市北区楠八丁目８－８ 

竹村 考史   

三気堂薬局 龍田店 

平成２７年４月２９日 熊本市北区龍田八丁目１５－６８ 

有限会社ＭＥＴ 代表取締役 川端 咲子 
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おびやま薬局 

平成２７年５月６日 熊本市中央区帯山２－１２－２８ 柚原ビル１Ｆ 

有限会社メディックス 代表取締役 今井 政文 

ぱーく調剤薬局 

平成２６年５月３１日 熊本市東区佐土原一丁目１０－７１ 

芝田 哲夫   

おはな整骨院 撰田 七穂美 

平成２７年５月１１日 熊本市中央区帯山７－１８－７９ 

協同組合 日本柔整総研 代表理事 成清 圭吾 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ３ ７ 号   
平成２７年７月２４日 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項の規定により次の指定医療機関から辞退

の届出があったので、同法第５５条の２第３号の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   
医療機関名称・所在地・開設者氏名 辞退年月日 

熊本市保健所 

平成２７年５月２０日 熊本市中央区大江五丁目１番１号 

熊本市保健所長 長野 俊郎 

くすのき子供歯科 

平成２７年６月３０日 熊本市北区龍田八丁目９－８５ 

くすのき子供歯科 院長 逢坂 亘彦 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ３ ８ 号   
平成２７年７月２７日 

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１３

条第２項及び第１６条第１項の規定に基づいて移動・保管した自転車を、同条例第１４条第２項及び第

１６条第２項並びに同条例施行規則（昭和６１年規則第７号）第１８条の規定に基づき売却等を行うの

で、同条例施行規則第１７条に基づき次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 売却又は廃棄の対象となる自転車の種別、形式、色その他自転車等を特定する事項 
別表のとおり（登載省略） 

２ 売却又は廃棄の年月日 
平成２７年７月２７日 

３ 売却又は廃棄の台数 

自転車 １２１台 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ３ ９ 号   
平成２７年７月２７日 

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第８２条第２項の規定に基づく交付要求通知書について、

送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、送達ができないので、国民健康保険法（昭和３３

年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により告示する。 
なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申出によ
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り交付する。 
熊本市長  大 西 一 史   

送達を受けるべき者の住所及び氏名 
１名（登載省略） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ４ ０ 号   
平成２７年７月２８日 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により、介

護扶助及び介護支援給付のための介護を担当する機関を指定したので、生活保護法第５５条の２第１号

の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護機関名称・所在地・開設者氏名 事業の種類 指定年月日 

ヒコデンタルクリニック 
居宅療養管理指導・介護予防居

宅療養管理指導 
平成２７年６月１９日 熊本市東区下江津七丁目７－１ 

坂元 彦太郎  

グリーン薬局 下南部店 
居宅療養管理指導・介護予防居

宅療養管理指導 
平成２７年７月１３日 熊本市東区下南部三丁目３番１３号 

有限会社 メディックス 代表取締役 今井 政文 

グループホームゆうしん水前寺 認知症対応型共同生活介護・介

護予防認知症対応型共同生活

介護 

平成２７年７月１日 熊本市中央区水前寺五丁目２０番５号 

有限会社 ゆうしん 代表取締役 麻生 伸一 

ヘルパーステイション ひかり 

訪問介護・介護予防訪問介護 平成２７年７月１日 熊本市西区池上町７７４番地 

株式会社 ＳＥＥＤ 代表取締役 坂本 篤史 

訪問看護ステーション 昭和 

訪問看護・介護予防訪問看護 平成２７年７月１日 熊本市東区尾ノ上三丁目３番１号 

社会福祉法人 仁風会 理事長 比企 裕 

デイサービス 和家 

通所介護・介護予防通所介護 平成２７年７月１日 熊本市中央区渡鹿五丁目５番６０号 

株式会社 輪 代表取締役 杉野 和哉 

デイサービスセンター みかんの花 

通所介護・介護予防通所介護 平成２７年７月１日 熊本市西区池上町７７４番地 

社会福祉法人 陽光 理事長 金澤 剛 

デイサービス 陽向 城南事業所 

通所介護 平成２７年７月１日 熊本市南区城南町下宮地９１８－２ 

アニス株式会社 代表取締役 福岡 京子 

あじさいのもり九州 

通所介護・介護予防通所介護 平成２７年７月１日 熊本市南区砂原町２００番地１ 

リハタウン・九州株式会社 代表取締役 北村 智行 

みずき苑デイサービス 

通所介護・介護予防通所介護 平成２７年７月１日 熊本市北区龍田五丁目１２番１号 

有限会社 キョーシン福祉会 代表取締役 竹山 秀敏 
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デイサービス楡木公園 

通所介護 平成２７年７月１日 熊本市北区楡木三丁目１０－１２ 

株式会社 楽楽 代表取締役 田中 英昭 

デイサービスななみ 

通所介護・介護予防通所介護 平成２７年２月１日 熊本市南区富合町杉島１１２７ 

株式会社 ひまわり 代表取締役 近藤 大地 

スマイルケア しょうぶ苑 福祉用具貸与・介護予防福祉用

具貸与・特定福祉用具販売・特

定介護予防福祉用具販売 

平成２７年７月１０日 熊本市東区画図町所島１０３９ 

有限会社 九州松栄産業 代表取締役 木村 秀雄 

居宅介護支援事業所 なんぶの森 

居宅介護支援 平成２７年７月１日 熊本市南区南高江六丁目２－２４ 

医療法人 憲和会 理事長 坂本 憲史 

ケアセンターしんか 

居宅介護支援 平成２７年７月１日 熊本市南区八分字町２９１８－１ 

株式会社 しんか 代表取締役 野俣 貞年 

蓮台寺在宅医療クリニック 

居宅療養管理指導・介護予防居

宅療養管理指導 
平成２７年５月１日 

熊本市西区蓮台寺三丁目４番４８号 グラスコート１０

５号 

蓮台寺在宅医療クリニック 院長 高木 研一 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ４ １ 号   
平成２７年７月２８日 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項の規定により次の指定介護機関から

変更の届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   
介護機関名称・所在地・開設者氏名 変更年月日 変更事由 

はるかぜ訪問看護ステーション 

平成２６年７月１日 所在地変更 熊本市西区春日四丁目１８番２８号 

医療法人社団 清心会 理事長 清田 武俊 

有限会社エンゼル介護センター 

平成２６年１月１８日 所在地変更 熊本市東区新南部三丁目５－７－１０６ 

有限会社 エンゼル介護センター 代表取締役 西村 俊昭 

笑顔の広場水前寺 

平成２７年７月１日 
名称変更 

所在地変更 
熊本市中央区水前寺五丁目１８－１３ フレール水前寺１Ｆ 

株式会社 ウェルケア九州 代表取締役 奥村 悦子 

ケアプランセンター そら 

平成２７年３月１日 
名称変更 

所在地変更 
熊本市北区龍田町弓削５３３番１ 

株式会社 グローバル介護サービス 白石 尊康 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ４ ２ 号   
平成２７年７月２８日 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項の規定により次の指定介護機関から廃

止の届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   
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介護機関名称・所在地・開設者氏名 廃止年月日 

ケアセンターてとろ城山 

平成２７年３月３１日 熊本市西区城山下代二丁目１４番１０号 ライフサポートマンション彩里Ⅰ １Ｆ 

特定非営利活動法人 生き生きネットワークてとろ 理事長 八神 威雄 

ヘルパーセンターてとろ城山 

平成２７年３月３１日 熊本市西区城山下代二丁目１４番２２号 ライフサポートマンション彩里Ⅱ １Ｆ 

特定非営利活動法人 生き生きネットワークてとろ 理事長 八神 威雄 

東本町薬局 

平成２７年６月３０日 熊本市東区東本町１－１ 

株式会社 タック 代表取締役 永井 忍 

シモカワ熊大前調剤薬局 

平成２７年８月１日 熊本市中央区九品寺１－１９－９ 

株式会社 下川薬局 代表取締役 下川 泰 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ４ ３ 号   
平成２７年７月２８日 

県道の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

道路の種類 路線名 

道 路 の 区 域 

区  間 
旧新

の別
敷地の幅員（ｍ） 

延長 

（ｍ） 

主要地方道 小川嘉島線 

南区城南町鰐瀬１８４５番１地先から 

南区城南町鰐瀬１７７５番３地先まで 
旧 ９．０～２０．２ １１４．４ 

南区城南町鰐瀬１８４５番１地先から 

南区城南町鰐瀬１７７５番３地先まで 
新 １３．２～２５．７ １１４．４ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ４ ４ 号   
平成２７年７月２８日 

県道の供用を開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき

告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

道路の種類 路 線 名 
道 路 の 区 域 

供用開始の期日 
区  間 

主要地方道 小川嘉島線 
南区城南町鰐瀬１８７２番１地先から 

南区城南町鰐瀬１８０８番３９地先まで 
平成２７年７月２８日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ４ ５ 号   
平成２７年７月２８日 

市道の区域を次のように決定するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   
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整理 

番号 
路 線 名 

道 路 の 区 域 

区  間 敷地の幅員（ｍ） 
延長 

（ｍ） 

２９－ 

３００４０ 

城南工業団地２号

線 

南区城南町鰐瀬１８０８番３９地先から 

南区城南町鰐瀬１７８５番１地先まで 
１０．８～４０．２ ８６．９ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ４ ６ 号   
平成２７年７月２８日 

 市道の供用を開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき

告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   
整理 

番号 
路 線 名 

道 路 の 区 域 
供用開始の期日 

区  間 

２９－ 

３００４０ 

城南工業団地２号

線 

南区城南町鰐瀬１８０８番３９地先から 

南区城南町鰐瀬１７８５番１地先まで 
平成２７年７月２８日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ４ ７ 号   
平成２７年７月３１日 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整

備法」という。）附則第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた

整備法第５条の規定（整備法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の同法第５

３条第１項本文の指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）

第１３１条の２並びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示す

る。 

熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ４ ８ 号   
平成２７年７月３１日 

市税督促状の送達を受けるべき者の住所又は居所が不明のため、当該書類を送達することができな

いので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第

８９号）第１３条の規定に基づき告示する。 
なお、督促状は熊本市財政局納税課で保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   
１ 督促状送達の効力の発生日 

この掲示を始めた日から起算して７日を経過した日 

介護保険事

業所番号 
事業所の名称及び所在地 

申請者及び主たる事務所の所在地並びに

代表者の氏名 
指定年月日 

サービス

の種類 

４３７０１

１１４６２ 

笑顔の広場 健軍 

熊本市東区健軍一丁目１２－２ 

ライズ尾の上５０１ 

株式会社ウェルケア九州 

熊本市中央区水前寺六丁目３１番２７号 

代表取締役  奥村 悦子 

平成２７年

８月１日 
訪問介護 

４３７０１

１１４６２ 

笑顔の広場 健軍 

熊本市東区健軍一丁目１２－２ 

ライズ尾の上５０１ 

株式会社ウェルケア九州 

熊本市中央区水前寺六丁目３１番２７号 

代表取締役  奥村 悦子 

平成２７年

８月１日 

介護予防

訪問介護 
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２ 督促状の送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 
(1) 市県民税（普通徴収） 

７件 
(2) 固定資産税 

１９９件 
(3) 軽自動車税 

１３６件 
(4) 市県民税（特別徴収） 

２４件 
(5) 法人市民税 

３件 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ４ ９ 号   
平成２７年７月３１日 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

４条第２項の指定自立支援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定したので、同法第６９条第１

項の規定に基づき告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   
№ 医療機関の名称 医療機関の所在地 指定期間 

１ 
医療法人博和会 桜間

脳神経外科 
熊本市中央区妙体寺町５－２ 平成２７年８月１日 ～ 平成３３年７月３１日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ５ ０ 号   
平成２７年７月３１日 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援事業者を次

のとおり指定したので、同法第８５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３３条

の２の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ５ １ 号   
平成２７年７月３１日 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整

備法」という。）附則第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた

整備法第５条の規定（整備法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の法第５３

条第１項本文の指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第

１３１条の２並びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事業

所番号 
事業所の名称及び所在地 

申請者及び主たる事務所の所在地並び

に代表者の氏名 
指定年月日 

サービスの種

類 

４３７０１１

１４８８ 

あまてらす居宅介護支援事業所

熊本市南区御幸笛田二丁目１５

－３８ 

ケアバックス株式会社 

熊本市南区御幸笛田二丁目１５－３８ 

代表取締役 若松 英一 

平成２７年

８月１日 
居宅介護支援 

介護保険事

業所番号 
事業所の名称及び所在地 

申請者及び主たる事務所の所在地並び

に代表者の氏名 
指定年月日 

サービスの種

類 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  公   告   

公 告 第 ５ ３ ８ 号   
平成２７年７月１６日   

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、

当該届出を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗の設置者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につ

いて意見を有する者は、平成２７年１１月１６日までに、市長に対し、意見書を提出することができ

る。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  みやはら東バイパス店 

  熊本市東区御領三丁目４７７番１号 外５筆 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗の名称 
  （変更前） ダイキ グリーン館東バイパス店 
  （変更後） みやはら東バイパス店 
(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

の氏名 

  （変更前） 

小 売 業 者 
住  所 

氏名（名称） 代表者（法人の場合） 

株式会社ホームセンターサンコー 代表取締役 矢野 健治 熊本市東区東町二丁目１番１５号 

  （変更後） 

小 売 業 者 
住  所 

氏名（名称） 代表者（法人の場合） 

有限会社みやはら 代表取締役 宮原 ミツ子 阿蘇市一の宮町宮地１９８５番地の２ 

３ 変更の年月日 

 平成２７年６月２８日 
４ 変更する理由 

 大規模小売店舗の名称変更及び小売業者の入替のため 

５ 届出年月日 

平成２７年７月３日 

６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

熊本市農水商工局商工振興課、熊本市東区役所総務企画課及び熊本県商工観光労働部商工労働

局商工振興金融課 

４３７０１

１１４９６ 

リハプライド・平成けやき通り 

熊本市南区田迎５－１０－５ 

株式会社泉寿 

熊本市中央区国府二丁目１２番６７号 

代表取締役 泉 竜宏 

平成２７年

８月１日 
通所介護 

４３７０１

１１４９６ 

リハプライド・平成けやき通り 

熊本市南区田迎５－１０－５ 

株式会社泉寿 

熊本市中央区国府二丁目１２番６７号 

代表取締役 泉 竜宏 

平成２７年

８月１日 

介護予防通所

介護 
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(2) 縦覧期間 

平成２７年７月１６日から平成２７年１１月１６日まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ５ ３ ９ 号   
平成２７年７月１６日   

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第１１条第３項の規定による届出があったので、

次のとおりその概要を公告する。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  （仮称）デオデオくまなん店 

  熊本市中央区平成三丁目２１６番地 外 

２ 大規模小売店舗の合併があった年月日 

 平成２２年１０月１日 

３ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

合併前 合併後 

株式会社デオデオ 

代表取締役社長 友則 和寿 

広島県広島市中区紙屋町二丁目１番１８号 

株式会社エディオン 

代表取締役 久保 允誉 

広島県広島市中区紙屋町二丁目１番１８号 

４ 大規模小売店舗の合併の理由 

  株式会社デオデオが株式会社エディオンに合併されたため 

５ 大規模小売店舗内の合併に係る店舗面積 

  ５，１８９㎡ 

６ 届出年月日 

平成２７年６月２３日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ５ ４ ０ 号   
平成２７年７月１６日   

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、

当該届出を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗の設置者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につ

いて意見を有する者は、平成２７年１１月１６日までに、市長に対し、意見書を提出することができ

る。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  エディオンサンリブシティくまなん店 

  熊本市中央区平成三丁目２１６番地 外 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗の名称 
  （変更前） （仮称）デオデオくまなん店 
  （変更後） エディオンサンリブシティくまなん店  
(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

の氏名 
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  （変更前） 

小 売 業 者 
住  所 

氏名（名称） 代表者（法人の場合） 

株式会社デオデオ 代表取締役社長 友則 和寿 広島県広島市中区紙屋町二丁目１番１８号 

  （変更後） 

小 売 業 者 
住  所 

氏名（名称） 代表者（法人の場合） 

株式会社エディオン 代表取締役 久保 允誉 広島県広島市中区紙屋町二丁目１番１８号 

３ 変更の年月日 

(1) 大規模小売店舗の名称 
  平成２４年１０月１日 
(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

の氏名 
  平成２２年１０月１日 

４ 変更する理由 

  株式会社デオデオが株式会社エディオンに合併されたため 

５ 届出年月日 

平成２７年６月２３日 

６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

熊本市農水商工局商工振興課、熊本市中央区役所総務企画課及び熊本県商工観光労働部商工労

働局商工振興金融課 

(2) 縦覧期間 

平成２７年７月１６日から平成２７年１１月１６日まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ５ ４ ２ 号   
平成２７年７月１７日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市東区戸島二丁目３５６５番６、３５６５番１０ 

  ２２６．４２平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ５ ４ ４ 号   
平成２７年７月１７日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市西区上代六丁目２６００番２ 

  ２５４．２５平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
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  登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ５ ４ ８ 号   
平成２７年７月２２日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市東区小山七丁目１５９１番２、１５９２番２及び里道 
８５４．０９平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市東区戸島五丁目１１番８号 
  株式会社 おいしんぼ 

   代表取締役 福山 師爾 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ５ ４ ９ 号   
平成２７年７月２２日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市北区下硯川町字黒井１７７８番１３、１７７８番２０ 
３３２．５７平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ５ ５ １ 号   
平成２７年７月２３日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市東区長嶺東四丁目１４２４番 

  １，６２１．３９平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市南区田迎五丁目４番６号 

  ＴＡＫＡＳＵＧＩ 株式会社 

   代表取締役 平島 孝典 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ５ ５ ２ 号   
平成２７年７月２３日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市南区奥古閑町字下前通５２５番２ 
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  ３９７．６５平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ５ ５ ３ 号   
平成２７年７月２４日   

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、

当該届出を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗の設置者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につ

いて意見を有する者は、平成２７年１１月２４日までに、市長に対し、意見書を提出することができ

る。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  新外ショッピングセンター 

  熊本市東区新外二丁目２８６１－１ ほか 

２ 変更した事項 

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の 

氏名 

  （変更前） 

小 売 業 者 
住  所 

氏名（名称） 代表者（法人の場合） 

株式会社 同仁堂 代表取締役 上野 景昭 熊本市中央区上通町２番７号 

合同会社 西友 代表社員 ウォルマート・ジャパン・ホールディ

ングス合同会社 

職務執行者 スティーブン・ヘイズ・デイカス 

東京都北区赤羽二丁目１番１号 

  （変更後） 

小 売 業 者 
住  所 

氏名（名称） 代表者（法人の場合） 

株式会社 同仁堂 代表取締役 上野 景昭 熊本市中央区上通町２番７号 

株式会社 イズミ 代表取締役 山西 泰明 広島市東区二葉の里三丁目３番１号 

３ 変更の年月日 

 平成２７年６月１８日 
４ 変更する理由 

 小売業者の入替のため 

５ 届出年月日 

平成２７年７月１４日 

６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

熊本市農水商工局商工振興課、熊本市東区役所総務企画課及び熊本県商工観光労働部商工労働

局商工振興金融課 

(2) 縦覧期間 

平成２７年７月２４日から平成２７年１１月２４日まで 
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公 告 第 ５ ５ ６ 号   
平成２７年７月２４日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市西区上代一丁目１１２番４及び上代二丁目１１２番１、１１３番１、１１４番１ 

  １，４９６．８０平方メートル（１工区） 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  東京都港区港南二丁目１８番１号 
  株式会社 ゼンショーホールディングス 

   代表取締役 小川 賢太郎 

  東京都千代田区二番町８番地８ 

  株式会社 セブン－イレブン・ジャパン 

   代表取締役 井阪 隆一 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ５ ５ ８ 号   
平成２７年７月２８日   

水難救護法（明治３２年法律第９５号）第２５条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 取得物件 
  小型船 

フロートを２つ使用した自作によるもの 
船外機なし 
塗色 フロートＦＲＰ部分の上部は赤、下部は白、天板は茶 

２ 拾得日時   
平成２７年７月１４日 １１時 

３ 拾得場所 
  熊本港沖 １．５マイル 
４ 保管場所 
  熊本市西区小島二丁目７番１号 西区役所 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ５ ５ ９ 号   
平成２７年７月２８日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区土河原町字西ノ出口３１１番１、３１２番１、３１３番１ 
１,５９５．５９平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市中央区紺屋阿弥陀寺町１０番地 
  千里殖産 株式会社 

   代表取締役 際田 俊一 

 
 



平成 27 年 8 月 17 日        熊 本 市 公 報        第 1406 号 
 

- 1318 - 

公 告 第 ５ ６ ０ 号   
平成２７年７月２９日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の

規定により、都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項

の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、熊本市の住民並びに利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに縦覧に供された都市計画の案

について熊本市に意見書を提出することができる。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 都市計画の種類及び名称 

熊本都市計画道路の変更 ３・５・８８号 パイン通り線外１線 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

熊本市南区城南町宮地及び隈庄の各一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

  熊本市都市建設局都市政策課 

南区役所総務企画課 

４ 縦覧期間 

  平成２７年７月２９日から平成２７年８月１２日まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ５ ６ １ 号   
平成２７年７月２９日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規定により、都市計画を決定したいの

で、同法第１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、熊本市の住民並びに利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに縦覧に供された都市計画の案

について熊本市に意見書を提出することができる。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 都市計画の種類及び名称 

熊本都市計画地区計画の決定 近見三丁目地区地区計画 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

熊本市南区近見三丁目の一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

  熊本市都市建設局都市政策課 

  南区役所総務企画課 

４ 縦覧期間 

  平成２７年７月２９日から平成２７年８月１２日まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ５ ６ ３ 号   
平成２７年７月３０日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が完

了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市東区画図町大字下無田字園田７３４番１ 
３４２．１６平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
登載省略 
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公 告 第 ５ ６ ４ 号   
平成２７年７月３０日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が完

了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市西区上代十丁目２７２５番１、２７２５番２ 

  ９９２．６７平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市東区鹿帰瀬町３６０番地１１ 
  株式会社 ＳＨＩＮ－ＥＩ 

代表取締役 豊田 浩二 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ５ ６ ５ 号   
平成２７年７月３０日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が完

了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市東区戸島西四丁目３５５０番１ 

  ２，６３０．７０平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市東区長嶺南八丁目１１番４０号 

  三智開発株式会社 

   代表取締役 原 美保 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ５ ６ ６ 号   
平成２７年７月３０日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が完

了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市西区上高橋一丁目２０９番１、２１０番１、２１１番１の一部 

  １，５０６．１４平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市中央区八王寺町３０番１号６Ｆ 

  株式会社 愛和不動産 

代表取締役 廣田 頼史 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ５ ６ ７ 号   
平成２７年７月３１日   

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第２１条第４項後段及び

第３３条第４項後段の規定により、特定病院として次のとおり認定する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 病院の名称 
(1) 熊本県立こころの医療センター 
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(2) 明生病院 
２ 病院の所在地 

(1) 熊本市南区富合町平原３９１ 
(2) 熊本市北区大窪二丁目６－２０ 

３ 認定期間 
平成２７年８月１日から平成３０年７月３１日まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ５ ６ ８ 号   
平成２７年７月３１日   

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第３３条の７第１項の規

定により、応急入院指定病院として、次のとおり指定する。 
また、同条第２項後段の規定により、特例措置を採ることができる応急入院指定病院として、次の

とおり指定する。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 応急入院指定病院の名称及び所在地  
(1)  熊本県立こころの医療センター   熊本市南区富合町平原３９１ 
(2)  向陽台病院            熊本市北区植木町鐙田１０２５ 
(3)  くまもと青明病院         熊本市中央区渡鹿五丁目１－３７ 
(4)  弓削病院             熊本市北区龍田町弓削６７９－２ 
(5)  桜が丘病院            熊本市西区池田三丁目４４－１ 
(6)  ニキハーティーホスピタル     熊本市東区月出四丁目６－１００ 
(7)  ピネル記念病院          熊本市東区佐土原一丁目８－３３ 
(8)  城南病院             熊本市南区城南町舞原無番地 
(9)  明生病院             熊本市北区大窪二丁目６－２０ 
(10) 森病院              熊本市南区近見一丁目１６－１６ 
(11) 龍田病院             熊本市中央区黒髪六丁目１２－５１ 

２ 特例措置を摂ることができる応急入院指定病院の名称及び所在地 
(1)  熊本県立こころの医療センター   熊本市南区富合町平原３９１ 
(2)  向陽台病院            熊本市北区植木町鐙田１０２５ 

３ 認定期間 
平成２７年８月１日から平成３０年７月３１日まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  北   区   

北 区 告 示 第 ７ 号   
平成２７年７月２８日   

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年７月２１日に職権に

より消除したので、同条第４項の規定により告示する。 

熊本市北区長  田 上 美 智 子 
以下、登載省略 
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  消   防   局   

東 消 防 署 告 示 第 １ 号   
平成２７年７月２２日   

熊本市火災予防条例（昭和３７年条例第１１号）第４２条の３第１項の規定により、次の催しを指

定催しとして指定したので、同条第３項の規定により告示する。 

熊本市東消防署長  井 手 悦 雄   

催しの名称  江津湖花火大会 

催しの開催場所  下江津湖周辺 

催しの開催期間 
 平成２７年８月２９日（土） 

 平成２７年８月３０日（日）（予備日） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 上 下 水 道 局  

上下水道局告示第４６号   
平成２７年７月１６日   

熊本市排水設備指定工事店を新たに指定したので、熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水

道局規程第３６号）第２２条第１号の規定により、次のとおり告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 所在地・商号・代表者名 指定年月日 

第７３４号 

熊本市東区下南部一丁目３番１３０号 

株式会社サンテクノ 

代表取締役 福田 善之 

平成２７年７月３日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示第４７号   
平成２７年７月３１日   

熊本市排水設備指定工事店から熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水道局規程第３６号）第

１３条第２項第４号の規定による届出があったので、同規程第２２条第４号の規定により次のとおり告

示する。 

熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 所在地・商号・代表者名 
異動年月日 

異動事由 

第１６８号 

熊本市東区鹿帰瀬町３０３番地１９ 

有限会社木村実業 

代表取締役 木村 賢介 

平成２７年７月１３日 

営業所の移転 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示第４８号   
平成２７年７月３１日   

熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水道局規程第３６号）第１４条第２項の規定により熊

本市排水設備指定工事店の指定を取り消したので、同規程第２２条第２号の規定により次のとおり告

示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   
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指定番号 所在地・商号・代表者名 取消年月日 

第５００号 

熊本市南区御幸西一丁目１４２番地１ 

株式会社ミユキウォーターテック 

代表取締役 田中 正道 

平成２７年７月１３日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 教 育 委 員 会  

教 委 告 示 第 ９ 号   
平成２７年７月２１日   

熊本市教育委員会会議を次のとおり開催する。 
熊本市教育委員会 委員長  﨑 元 達 郎 

１ 日時 
平成２７年７月２９日（水） 午後１時から 

  平成２７年７月３０日（木） 午後１時から 
  平成２７年８月３日（月） 午後１時から 
  平成２７年８月５日（水） 午後１時から（予備日） 
２ 場所 
  熊本市議会議運・理事会室 
３ 協議 

(1) 平成２８年度使用中学校教科用図書採択について 

 ・平成２７年７月２９日（水） 技術、国語、地理、歴史、理科 

   ・平成２７年７月３０日（木） 地図、公民、数学、書写、英語 
   ・平成２７年８月３日（月） 音楽（一般）・（器楽合奏）、家庭、美術、保健体育 
   ・平成２７年８月５日（水） （予備日） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 監 査 事 務 局  

監 委 告 示 第 １ 号   
平成２７年７月２３日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第２項の規定により、次のとおり告示す

る。 
熊本市監査委員 家 入 安 弘 
熊本市監査委員 坂 田 誠 二 
熊本市監査委員 飯 銅 芳 明 
熊本市監査委員 坂 本 邦 彦 

１ 包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所 
   氏 名    住   所  

河喜多 保典 熊本市東区健軍二丁目２２番１号 
吉川 栄一  熊本市中央区水前寺一丁目４番４０－８０３号ロマージュ水前寺Ⅱ 
中村 裕彦  熊本市中央区平成一丁目３番２５号サンフレアＣ棟２０７号 

  庄田 浩一  熊本市中央区内坪井町９番５０－１号 
  奥村 栄隆  熊本市中央区出水五丁目８番３９号 

井関 真里子 熊本市中央区出水二丁目２番６８－１００２号サーパス出水 
  黒澤 小百合 熊本市北区飛田二丁目１２番１６号とびたハイツＣ－Ｃ号 

２ 当該監査の事務を補助する者が包括外部監査人の監査を補助できる期間 
平成２７年８月１日から平成２８年３月３１日まで 


